
＜参 考＞ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 158,000 千円

（歳出）　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費 1,913,594 千円

（ うち一般財源 1,274,970 千円）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

区分 名称 国県支出金 町債 その他 地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

社会福祉総務費 521,337 226,860 17,779 276,698

福祉医療費 108,671 40,189 3 68,479

老人福祉費 204,278 744 4,716 146,702 52,116

老人福祉施設費 104,625 24,129 80,496

指定介護予防支援費 9,144 4,000 5,144

児童福祉総務費 111,719 69,812 11,049 3,235 27,623

児童措置費 120,508 101,353 19,155

児童福祉施設費 251,438 1,952 23,925 225,561

子育て支援費 15,083 7,802 9 7,272

小計 1,446,803 448,712 0 85,610 149,937 762,544

国民健康保険費 85,266 53,027 2,353 29,886

後期高齢者医療費 63,864 33,653 30,211

介護保険費 168,899 9,174 159,725

小計 318,029 95,854 0 0 2,353 219,822

保健衛生総務費 77,728 295 77,433

母子保健費 14,037 4,462 53 5,710 3,812

予防費 49,896 2,364 590 46,942

診療所費 7,101 684 6,417

小計 148,762 7,121 0 1,327 5,710 134,604

1,913,594 551,687 0 86,937 158,000 1,116,970

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、社会保障４経費（制度として確立された年
金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）及びその他社会
保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てることとされていま
す。
　八百津町では、下表のとおり各事業に充てることとしています。

事業名

経費

財源内訳

特定財源 一般財源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合計


